
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（別表1）　ながさき建設産業助成事業　助成金一覧表
助成金の

年間上限額
助成期間

備考
（条件付与）

第3条一号
建設技術の発展に資する新技
術・新工法の研究活動

100万円 最長2年

第3条二号
行政からの支援要請を受けて行
う新技術・新工法の研究活動

100万円 最長2年

第3条三号
新技術・新工法・新製品の広報
活動

20万円 最長2年
自社開発の技術・広
報・製品に限る

第3条四号
社会資本整備を担う人材を育成
する教育機関等の活動

20万円 最長5年

助成の対象

（別表2）　ながさき建設産業助成事業　助成費目一覧表

経費
区分

内容

賃金
研究活動・広報活動を実施する上で必要となる補助作業者（助成を申請
した事業者は除く）に対する賃金

旅費
研究活動・広報活動・教育機関が行う人材育成活動を実施する上で必要
となる交通費や宿泊費（当センターで実施する成果発表を除く）

需用費
研究活動・広報活動・教育機関が行う人材育成活動を実施する上で必要
となる物品購入費や研究活動に係る資料の印刷費（但し、研究活動につ
いては原則1点５万円以内）

役務費
研究活動・広報活動・教育機関が行う人材育成活動を実施する上で必要
となる通信費、資料・機材等の運搬費及び文献・文書等の開示請求費用

賃借料
研究活動・広報活動・教育機関が行う人材育成活動を実施する上で必要
となる機材、車両、会場等の使用料

諸謝金
研究活動・教育機関が行う人材育成活動を実施する上で必要となる第三
者からの助言、協力に対する謝礼

助成対象経費


